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短 報
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Internet　Public　Access　in　U．S．　Public　Libraries
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Re－sunzg
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米国公共図書館におけるインターネットパブリックアクセスの現状

1．はじめに

　近年にみられる急速なインターネットの普及・

発展は，各分野に多大な影響を与えている。図書

館もその一つであり，どのようにインターネット

を図書館で利用するかという議論や，実際の利用

が既に始まっている。

　米国における，インターネットと図書館の関わ

りを示す文書には次の二つがある。一つは，1993

年に発表されたNII構想（National　Information

Infrastructure：全米情報基盤構想）への取組方

針であるNationαl　information　infrastructure：

Agenda　for／A　ction　i）である。これには，全米国民

がいつでもどこでも情報にアクセスしコミュニ

ケートできるように整備するという構想が明確に

示されている。この中で，図書館は情報へのアク

セスポイントの一つとして挙げられている。もう

一つは，米国図書館協会（American　Library　As－

sociation：ALA）によるLibtary　Bill　of　R　igh　ts

（『図書館の権利宣言」）中にあるように“全ての図

書館は情報や思想のひろばである”2）ために，ネッ

トワーク上の情報をも図書館が扱おうとする動き

である。

　これらを受けて，本稿では特に公共図書館によ

る利用者へのインターネット提供に焦点をあて，

米国の事例をみてゆく。

II．米国公共図書館とインターネット

　　　　パブリックアクセス

A．公共図書館における位置づけ

　公共図書館に限らず，図書館においてインター

ネット情報を取り扱うことには，情報の不確実性

や可変性，提供に伴う利用規定など，既に多くの

問題点が挙げられている3）。一方で情報への平等

なアクセスの保証という観点は，特に公共図書館

が持つ役割として無視できないものである。その

ため公共図書館において，利用者にインターネッ

トアクセスを提供するサービスへの関心が高まっ

てきた。

　ALAのOMce　for　Information　Technology

Policy（OITP）による指針PγinciPles　for　the　De一

veloPment　of　the　National　lnformation　lnfra－

structure4）では，全米の図書館が情報ハイウェイ

構想に積極的に関わるべきだとし，またそこでは

全ての人々が公平に情報にアクセスできるとして

いる。そして図書館の役割として，1）情報の提供

者・消費者，2）情報ハイウェイを利用するための

アクセスポイント，3）情報アクセスを擁護する責

任者，の三つを挙げている。

　公共図書館における，インターネットに代表さ

れる新たなる情報資源の取り扱いについては，

UNESCO　Public　Librαry　Manifesto　1994（『ユネ

スコ公共図書館宣言』）5）や「Library　For　Future

（LFF）」による公共図書館の役割定義6）などでも

取りあげられている。ユネスコ公共図書館宣言で

は，“蔵書とサービスにおいては，伝統的な資料と

共に，あらゆる種類の適切なメディアとテクノロ

ジー（現代技術）が含まれていなければならない”

とされている。ここにある「メディア」と「現代

技術」には，インターネットに代表されるネット

ワーク情報資源を含むことができよう。また

LFFでは，公共図書館に対して“情報を探索し，

理解し，利用するために，必要とされる技能と情

報へのパブリックアクセス（Public　Access）を提

供する”ことが求められている。

　以上のような状況のもとに，実際に公共図書館

において，インターネットへのアクセスサービス

が実施されるようになった。

　図書館が利用者にインターネットへの接続を提

供するサービスを「インターネットパブリックア

クセス（Internet　Public　Access）」と呼ぶ。本稿で

は，図書館が館内設備であるコンピュータ端末や

回線を提供するものに加え，例えば自宅のコン

ピュータ端末を利用し図書館を接続プロバイダー

として利用者にアクセスを提供するoutside　use

サービス（外部アクセス）をも含むものとする。

　インターネットパブリックアクセスは，図書館

サービスの一つとして，全ての図書館利用者が等

しく利用できるものである。これは，「年齢や人

種社会的身分などに関わらず，全ての人々が公

平に利用できなくてはならなWとする・公共図

書館の方針に沿うものである♂
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　また，このサービスが必要とされる背景には，

いわゆ　る　「Information　Rich，　Information

Poor」の問題がある。インターネットアクセスに

は新たな設備や技能が必要であり，これらは全て

の人々が容易に得られるものではない。

　公共図書館はあらゆる情報へのサービスを，

「公平に」保証する役割を有している。従って，彼

ら情報を「持たざる者」を意識した，インター

ネットパブリックアクセスが求あられることに

なったと言える。

B．A：LAとNIIの方針

1．ALAの方針
　米国ではALAやNIIの方針において，公共図

書館におけるインターネットパブリックアクセス

の推進とその具体的な方針が示されている。

　ALAによる方針は，1996年に採択されたしi－

brary　Bill　of　Rights（『図書館の権利宣言』）の新

客説文，A・cceSS　to　Electronic　informαtion，　Ser－

vices，　and　Networks7）に詳しい。ここでは“図書

館が直接的・間接的に提供する電子情報，サービ

ス，ネットワークは全ての図書館利用者が等しく

容易かっ公平にアクセスできなくてはならない”

と定め，その具体的な方針を挙げている。これは

以下のように要約できる。

・利用者の制限を設けず，情報源への公平なア

　クセスを行う。

・情報の選択は利用者の責任で行うが，提供さ

れる情報源の制限や監視を行わない。

・未成年者もアクセスの権利を有し，保護者の

責任において提供を行う。

・利用に際し，課金しない。

・図書館と図書館員が利用者を支援し，必要な

技能のための利用指導を行う。

2．NII下における方針

　NII　（NII：　National　lnformation　lnfrastruc－

ture）の行動指針であるAgendαプ’or／Action　i）にお

いて，図書館はインターネットを含むNII上で展

開される情報へのアクセスポイントの一つ，と見

なされている。またInformation　Infrastructure

Task　Force　Committee　On　Applications　and

Technologyによる，図書館とNIIに関する定

義8）においても，公共図書館の役割は，人々への

公平な情報提供を助け擁護すること，とされてい

る。この定義では，情報アクセスの提供と情報リ

テラシー教育の重要性が説かれており，図書館に

対して，無料もしくは安価での電子情報の提供な

どを求めている。

　またMcClure9）は，　NII下における公共図書館

の役割として“全ての利用者が得ることができる

情報のゲートウェイであること”を挙げている。

また利用者へのインターネット利用指導の提供や

利用者のパブリックアクセスのターミナルである

こと等を求めている。

C．方針と利用指導

　以上に代表されるALAおよびNIIと図書館に

関する文書から，米国では公共図書館はインター

ネット等への「アクセス」を提供するだけでなく，

利用者が必要とする情報リテラシーや技能を「利

用指導」という形で提供することも求あられてい

るということができよう。

　アクセスの状況についてはいくつかの調査がな

されている。しかし「利用指導」に関しては，

OPACやCD－ROMなどの利用指導に関する調査

の他には，実態を十分に明らかにした調査・研究

は行われていないようである。

　本稿では先行研究と筆者による調査の結果を整

理し，米国公共図書館におけるインターネットパ

ブリックアクセスの実態を示すとともに，特に利

用指導に注目し，どのような形で実施されている

のかを明らかとする。これらの調査は，情報リテ

ラシー教育機関の一つとして公共図書館に求めら

れる役割や要件を探る糸口と捉えることが出来よ

う。

　　　III．米国公共図書館における

インターネットパブリックアクセスの現状

A．先行調査からみた現状

　米国では既に多数の公共図書館でインターネッ
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トパブリックアクセスが実施されており，その実

施状況や実態がいくつか報告されている。ここで

は，NCLIS（National　Commission　on　Libraries

and　Information　Sciences）による公共図書館と

インターネット関する全国調査，PLA（Public　Li－

brary　Association）による統計報告，　David　Burt

によるインターネットパブリックアクセス方針調

査，InfoPeople　Project（カリフォルニア州）によ

る調査，高鍬による調査の5件を対象に，イン

ターネットパブリックアクセスの実施状況，方

針，サービス内容などを詳細をみてゆく。

1．『公共図書館とインターネットに関する全国

　調査」（National　Survey　of　Public、Libraries

　and　internet）

　NCLIS　（National　Commission　on　Libraries

and　Information　Sciences）では1994年，1996

年，1997年に北米を対象として，公共図書館と

インターネットについての全国調査を行った。

　1997年度調査lo）はNCLISにALAが加わり，

北米の公共図書館2000館を対象に，インター

ネットサービスの内容およびインターネット導入

への障害などを調査している。有効回答館数は

1426館であった。調査結果の概要は以下の通り

である。

　インターネットパブリックアクセスの実施率は

60．4％であり，年々顕著な伸びを示していた。提

供されるサービス内容は，Lynxなどテキスト

ベースのWWWサービスがほぼ横這いなのに比

べ，画像を伴うWWWサービス（Graphical

WWW）は前年度の3倍近い72．1％で実施され

ている。また新たな調査項目であるFTPサービ

スやオンラインレファレンスサービスの実施状況

もそれぞれ40．6％，29．7％となっていた。

　インターネット導入における障害として上位に

挙げられた項目は，通信経費やハードウェアの経

費など，経費に関するものがほとんどであった。

特にインターネット導入が未だなされていない公

共図書館ほど，阻害要因として経費に関する事項

を重要視している。インターネット導入において

は，大規模図書館で年間130万ドルもの経費がか

かることが判明している。これらの経費は，各公

共図書館の情報技術予算の46．5％にも及ぶ。ま

た小規模図書館およびRural地区の図書館にお

けるサービス実施や財源などが劣ることも明らか

になっている。その一方で小規模図書館では，シ

ステムハードウェアや通信経費などを，その公共

図書館以外のところが負担をしているという調査

結果も現れている。

　この調査では，公共図書館ではインターネット

導入が普及し，利用者へのサービスの幅が拡がっ

ていること，そしてインターネット導入に対する

最大の問題点は予算の獲得であること，等が明ら

かになった。加えて，小規模図書館などに対する

何らかの財政的援助が存在することも明らかと

なった。

2．PLA統計報告

　ALAの下部組織であるPLA（Public　Library

Association）は，公共図書館の統計S励∫読。αZ

Reportにおいて，1992年，95年，96年，97年
の計4回にわたり，“Technology　in　Public　Lib－

raries　Survey”と称する調査を行っている。ここ

では，インターネット利用を含む様々な新しい技

術の導入に関する調査が，質問紙法を用いて行わ

れている。

　1997年度調査（対象館794館）の結果11）にあ

るインターネットに関する概要は以下の通りであ

る。まずインターネットアクセスのパターンとし

て，1）図書館職員のみ（Library　Staff　Only），2）

付添利用（Patrons　with　Intermediary），3）直接

利用（Directly　by　Patrons）の三つに分けて調査

されている。全般的にインターネットアクセスの

実施率は年々増加している。特に3）直接利用の

提供に関しては，1995年度では15．9％であった

ものが1997年度では69．9％と，顕著な伸びを

示している。またoutside　use（図書館外からの

アクセス）や，利用者に対してインターネットア

カウントを発行しているかどうか（lnternet　Ac－

count　to　Patrons）といった調査項目もあり，こ

れらの実施率は年々高まっている。

　全体のデータを奉仕人口別に整理してみる12）
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と，小規模図書館での実施率が低く，各サービス

の実施が大規模図書館に偏る傾向があることが判

明した。しかし経年的なサービス実施の増加率は

どの規模も同程度の伸びであった。また歳出入の

データを分析すると，1997年度より新たにイン

ターネットパブリックアクセスを実施した図書館

の過半数以上で，州・連邦および他の機関からの

財政的支援が増額しているという，興味深い結果

が得られた。

　この調査からは，公共図書館におけるインター

ネットパブリックアクセスが急速に普及している

一方で，小規模図書館での実施率が低いこと等が

明らかとなった。前述のNCLISの調査結果を合

わせて考えると，小規模図書館では，全体の予算

規模や設備にかける予算が少ないために，イン

ターネット導入やそれに伴うサービスの実施が阻

害されている可能性が考えられる。加えてイン

ターネットパブリックアクセスに対しての財政的

支援の存在も改めて明らかとなった。

3．Burtによる調査

　Lake　Oswego　Public　Library（オレゴン州）の

図書館員，David　Burtは1996年から1997年に

かけて，インターネットパブリックアクセスを実

施している公共図書館の方針を調査分析してい

る。

　Burtの調査は，　St．　Joseph　County　Public　Li－

braryによる公共図書館のリスト，　S／CP酷
Public　Libraries　With　Gopher／12V12［i12V　Services’3）

に記載されている公共図書館のホームページを探

索する手法で，パブリックアクセスの方針に関す

る項目を抽出し，図書館規模毎に分析している。

116館を対象とした調査結果14）にある各調査項

目のうち，Library　Bill　of　Rightsの準拠，利用指

導の提供，利用時間の制限，利用への課金，につ

いて詳細にみてゆく。

　何らかの形でLibrary．Bill　of　Rightsの内容に

準拠していることを明記しているのは18％であ

り，図書館規模別では，大規模図書館における割

合が高い。また利用指導は全体で12％が実施し

ており，規模別では，大規模図書館と小規模図書

館がほぼ同じ割合で実施している。

　一・方，全体で37％が利用時間制限を設けてい

るが，小規模図書館が46％，中規模図書館が

41％と半数近い一方で，大規模図書館では23％

と他より低い。よって利用時間制限は小・中規模

図書館が主として行っていると言える。

　課金制度は大規模図書館では全く設けられてい

ないが，小・中規模図書館ではわずかではあるが

設けられている。

　また各館の方針を制定年別にみた場合，1996

年以降で，方針の準拠および利用指導や時間制限

が顕著に増加していた。これは，ALAによる図

解説文の採択が，各図書館の方針に多大な影響を

与えた表れと言える。

　この調査からは，利用時間制限，課金や利用指

導の実際の状況が明らかになった。

　特に利用指導の実施率が判明した一方で，

ALAの方針では図書館員による利用者の援助と

利用指導の提供が求められているにもかかわら

ず，全体としてALA方針を準拠している割合

（18％）に満たない利用指導の実施率（12％）であ

ることは問題と言えよう。さらにALAでは電子

資料の利用に対しても課金しないことを求めてい

るが，一一部の小規模図書館ではこれに従わずに課

金制度を導入する傾向があることも注目される。

4．InfoPeople（カリフォルニア州）Project調査

　カリフォルニア州では，「InfoPeople」15）という

プロジェクトが推進されている。このプロジェク

トは“Internet　for　People”を副題に掲げ，州内の

公共図書館を通じて人々が直接インターネットを

利用できるアクセスポイントを提供しようとする

ものである。参加館は財政的援助の他に，図書館

員および利用者へのトレーニングなどの点で技術

的・人的支援を受けることもできる。1997年時

点での参加館は333館で，のべ70万人近くにパ

ブリックアクセスを提供している。

　このプロジェクトの参加館に対するインター

ネットパブリックアクセスに関する調査16）が，

1997年に行われた。調査対象館はInfoPeople参

加館のうち241館であり，設備やサービスに関す
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る11項目について調査されている。以下では，

「利用端末数」「利用指導」「課金」の3項目につい

て詳細にみてゆく。

　利用者に提供される端末数は，159館（66％）が

1台のみであった。これに2台から4台までの館

を加えると全体の9割以上に及ぶ。すなわち，ほ

とんどの館の端末数は4台以下ということにな
る。

　利用指導については，Class（利用指導講習会：

以下「クラス」と記す），Tutor（専門の利用指導

員），Handouts（配布物），　Online　Tutorials（オ

ンラインチュートリアル）に分けて調査してい
る。

　結果はインターネットの利用指導クラスを設け

ている館が136館（56．4％）と最も多く，次いで

専門の指導員をおいているところが119館
（49．4％）であった。利用に関する配布物は24．5％

が用意しており，オンラインチュートリアルの実

施率は17．8％であった。このように利用指導の

実施率が高い一方で，同調査からは利用指導に多

数のボランティアが従事していることも判明して

おり，同プロジェクトにおける人的支援が利用指

導実施を支えていることが推測できる。

　課金制度は全体の5％あまりが設けている。ま

た印刷に対しての課金は170館（70．5％）で行っ

ており，その金額は各館で異なっている。

　この調査結果からは，提供端末数の少なさ，利

用指導の実施率の高さ，そして課金が主に印刷に

対して行われていることなどが明らかとなった。

前述のBurtの調査においても，37％の館が利用

時間制限を設けているという結果が表されたが，

端末数の少なさが要因の一つと考えられる。すな

わち少数の端末でも多くの人々が利用できるよ

う，特定の利用者の占有を防ぐために，時間制限

が設定されていることが推測できる。

　加えて，同一のプロジェクト内でも，課金の額

をはじめとする実際のサービスの種類や程度には

顕著な差がある点は興味深い。公共図書館全体と

してみると，この差がますます拡がると推測でき

ることから，公平なアクセスが求められている一

方で，実際のサービスの種類や程度は実に多様で

あると言えよう。

5．利用者用インターネット端末提供に関する方

　針調査（高鍬）

　高鍬17）は，二つの図書館リスト，Berkeley　Dig－

ital　Library，　SunSITE作成のLibraries　on　the

I7Veb，　USA－PublicとMilton　Public　Library作成

のU．S．　Public　Libraries　on　the　WWWにある図

書館134館を調査対象として，米国の公共図書館

の利用者用インターネット端末提供の方針を，

ホームページ上の情報から調査した。この調査項

目のうち，Library　Bill　of　Rightsの新雨説文への

言及，利用時間の制限，図書館員の補助について

にみる。

　まず9％が新解説文に言及しており，また利用

時間の制限は40％近くで設けられていた。図書

館員の補助に関しては，参考資料やクラス，イン

ストラクション（inStrUCtiOn）を提供しているの

は全体の27％（36館）であった。

　高鍬の調査はBurt調査とほぼ同じ手法を用い

ているが，その結果には差異がある。対象館の違

いからこの差異が生じるとすれば，実際のサービ

ス内容はますます多様であると言えよう。

B．現状調査とその結果

1．調査目的

　上述の先行調査の結果を踏まえ，結果の検証お

よびより詳細な状況を明らかにすることを目的と

して，改あてインターネットパブリックアクセス

を提供している米国公共図書館を対象に調査を

行った。特に，Burtや高鍬の先行調査では実施率

の低かった「利用指導」の状況に焦点をあて，そ

の状況を明らかにする。

2．調査方法

　調査には二つの手法を用いた。一つはBurtや

高鍬と同様に対象館のホームページの情報から分

析を行うものである。しかし先行調査や予備調査

の結果から，現状を把握するには十分でないと考

え，補足調査として電子メールによる質問紙調査

を実施した。

一　28　一



Library　and　Information　Science　No．38　1997

　調査対象館は，PLAによるStatistical　RePort

’9711）より，「Directly　by　Patrons」（禾iJ用者の直

i接利用）および「lnternet　Account　to　Patrons」

（利用者へのインターネットアカウント発行）の

サービスを提供している公共図書館53館を選定

した。これらの公共図書館は，インターネットパ

ブリックアクセスに積極的な，いわば「先進の図

書館」であると捉えることができよう。これらの

図書館の現状を明らかにすることで，今後のサー

ビスや利用指導の内容を推測する目安として捉え

ることができると考えた。

　調査対象館に対し，インターネットのサーチエ

ンジン，YαhOO！18）およびA　ltαVis　tα　i9）に加え，

SICPL　’s　List　of　Pu　blic　Libraries　with　GoPher／

www　Servicesi3）等のホームページ上の公共図

書館リストを用いてホームページを探索し，結果

48館のホームページを調査対象とすることがで

きた。分析項目は以下の7点である。

1）利用方針，利用規定の有無

2）情報源や情報への責任の有無

3）未成年者の利用

4）利用時間制限の有無

5）課金の有無

6）電子的レファレンスサービスの有無

7）利用指導

　このうち，「2）情報源や情報への責任の有無」

とは，インターネット上の情報に対して責任を負

わずまた監視および制限を行わないことを表して

いる。この2）から5）の項目は，1）の利用方針・

規定の内容として示されているものであり，また

本稿II．　B．等で示したALAの新解説文などの方

針に従っているかどうかを示すものである。また

6）は，電子メール等で直接利用者が図書館員に対

して質問できるものや，各館のホームページ上に

「Ready　Reference」など頻度の高いレファレン

ス質問に対する回答を載せているものなどがある

かどうかなどを表している。

　一方，電子メールアドレスが判明したのは43

館であり，6館より回答を得た。ここからはホー

ムページ上の調査からは判明しなかった具体的な

サービスの内容やコメントを得ることができた。

　以上の手法から得られた結果をもとに，分析を

行った。

3．調査結果

　インターネットパブリックアクセスに関する方

針や利用規定については，21館（43．8％）で探索

できた。この21館および電子メール調査結果の

回答館，合わせて24館においての調査結果は以

下の通りである。

　まず，情報源への責任への言及が最も多く，14

館であった。よってこの項目がインターネットパ

ブリックアクセスに関して重要な項目と捉えられ

ていると推測できる。

　第1図は，利用方針の内容についての結果であ

る。ここでは利用方針が示されていた館および電

子メール調査回答館を含む全24館の結果を示
す。

　まず58．3％が，図書館が責任を負わないこと

を明記しており，54．2％が，未成年者に対して保

護者の同意に基づいて利用を許可している。ここ

にある未成年者の年齢範囲は12歳以下とする館

から18歳以下とする館まで，と幅広く，統一さ

れてはいない。

　利用時間制限は13館（54．2％）と約半数で設け

られていた。制限時間の範囲は30分から3時間

と様々であり，またこの時間制限は図書館規模に

関係なく設けられている。利用時間制限を設ける

ことの理由として，電子メール調査結果からは，

“利用に供する端末が少なく，占有利用を防ぐた

め”としたものが多く挙げられていた。一方で，

ある公共図書館では“30台を越える端末を提供

できており，利用時間制限を設ける必要がない”

と回答している。

　利用自体への課金制度は4館（16．7％）で設け

られている。一方で課金しないと，明言している

館はその2倍近い9館であった。また印刷への課

金はまた異なる4館が行っていた。これらの課金

の金額は，それぞれの館で異なっている。

　代わって，電子的レファレンスサービスの有無

一　29　一



米国公共図書館におけるインターネットパブリックアクセスの現状

100％

80％

60％

40％

200／，

　　oo／，

継の峨縛鴫髄罐（㌦霜健罐㈲
　　第1図　インターネットパブリックアクセスにおける方針（n－24）

●

●

58 3％
D 54 2％ 54 2％

，‘、 ・P

．P

；’
’

≧

、　1

：、

ト’

”

、

’

、

、　：

1、、

9 ト♂
、

iく、 ξホ ’ ＝’

憎： 1’

：≧

6，

》二》
ぐ

ウこi

’

：’

｝

％
、

≧＾ 、　　、、

’

●
i5

る・…、
’1

ｱ’i
167％ 167％

、 ’二 、ξ．
「‘

、

「‘　　ぜ

i・

”声
、

1、

i！
、

’＝
、

、・

、

｝．
● ●

、

●

、

自 ●

と利用指導についての調査結果は次の通りであ

る。第2図は，電子メール調査結果を含んだ全48

館の調査結果である。まず電子的レファレンス

サービスについては，電子メールなどによる直接

問い合わせ形式のものを実施している館は32館

（66。7％）であり，Ready　Reference形式のものは

31館（64．6％）であった。またそれら両方を行っ

ていた館は26館であった。

　利用指導のクラスを設けていた館は17館
（35．4％）であり，オンラインチュートリアルを実

施していた館は34館（70．8％）であった。この

チュートリアルを，サービス提供館が独自に作成

したもの（自館チュートリアル）と，他の機関が

作成したものをリンクでホームページ上に載せ提

80％

600／，

400／，

200／，

oo／，

㌻〆㌦髪う手・一噛ダ欝手・一V・’）’Y　）V

第2図　電子的レファレンスサービス及び利用指導の実施状況（n＝48）

口

70．8％

66 7％
64．6％

v　’ 62 5％
、

●

i…

、
、

’

i・

’

’

：、
’

i・

9

臣、

’

i：

35．4％ 、 か 35．4％

、

、

、
：’

…

、

’

A
｝

；’

●P、 、

、○

i二、
、　’

、

●

ト
・＝’

i，レ

ミ’

i’喝

Qこ

ぐ、、i

i・

ヂ

肇

’

’
’

…

、

≒、

く

㌔

、

’
i・

陰
’

● ● ● ● 、’・・ ● 自

一　30　一



Library　and　Information　Science　No．38　1997

供しているもの（他機関チュートリアル）との二

つに分類した結果，前者は17館（35．4％）であり，

後者は30館（62．5％）であった。

　ここでは，電子レファレンスが広く実施されて

いること，そしてクラスや自館独自のチュートリ

アルの比率がほぼ等しく他機関作成チュートリア

ルに比べて低いことから，図書館単独での利用指

導の提供が少ないこと，などが明らかとなった。

　また利用指導は，図書館規模に関わらず，大・

中・小規模図書館いずれでも6～7割前後と，ほ

ぼ等しい比率で実施されている。第3図は図書館

規模別の状況をみたものである。他の項目では全

体的に大規模図書館での実施率が高く，中・小規

模図書館の2倍近い実施率であることと比べる

と，図書館規模に関わらず実施率の高い利用指導

の特異性は明らかである。

　また本調査において，各調査対象館が各種

Freenetを構築していたり，それに参加している

傾向が多くみられた。調査対象館のうち，何らか

のFreenetに所属していた館は62．5％と過半数

に及んでいる。そして電子レファレンスや利用指

導が，図書館としてではなくFreenetとしてサー

ビスが提供されている場合も多く見られた。この

ように，特に利用指導の点で，図書館以外の機関

と連携して行われている場合が多いことも明らか

となった。

C．現状分析

　本調査における調査項目内容を，先の
NCLISlo），　Burt14），　InfoPeole16），高鍬17）の調査結

果と合わせて現状を明らかにする。

　利用方針，利用規定の有無に関しては，全体と

して半数近くで明示されていることが判明した。

その中で，情報源への責任や未成年者の利用につ

いての調査結果からは，ALAやNIIの方針にあ

るインターネット利用に関する方針に従う形のも

のが多いことが判明した。

　利用時間制限の有無および課金については第4

図の通りである。利用時間制限は，全体の3分の

1程度が制限を設けていた。また利用自体に課金

している割合（全体で1割程度）より，印刷に対

して課金している場合の方が多くみられた。先行

調査結果および今回行った結果を比較してみて

も，全体としてインターネットパブリックアクセ

ス実施における基本方針には顕著な差異はみられ

なかった。しかし著者の行った先進館に対する調

査結果でも網羅的な他の先行調査結果でも，利用

時間制限や課金の詳細は，各館ごとで異なり，

サービス内容には格差があることも判明した。

　さらにNCLISの調査結果では阻害要因として

経費の問題が明示されており，実際の調査結果で

も財政規模の小さい図書館ではインターネットパ

ブリックアクセス自体やそれに伴うサービスの実
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施率が低い結果が現れている。この結果は，サー

ビス提供における図書館の財政的負担の大きさを

示すものであろう。その一方で，Freenetへの参

加など，他の図書館や他機関と連携することで，

その負担を軽減する動きがあることも判明した。

　利用指導に関しては第5図の通りである。利用

指導全体として，Burtや高鍬の調査結果に比べ

本調査の利用指導実施率は非常に高い。この理由

としては，Burtや高鍬の調査対象が利用方針や

利用規定の記述内容のみであるのに対し，本調査

は利用指導に重点をおいた調査であるたあとも考

えられる。しかしなによりも，本調査の調査対象

が「先進の図書館」であることが一番の要因と言

える。Burtや高鍬のような対象館が網羅的な先

行調査結果，すなわち米国全体では，利用指導は

あまり取り組まれていないように表されていた

が，インターネットパブリックアクセスに積極的

に取り組んでいる先進の図書館では，広く利用指

導が実施されているのである。

　利用指導の内容は，Infopeopleの調査と異なり
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本調査ではチュートリアルの実施率が格段に高

い。これは主な本調査手法がホームページ上の情

報分析であり，クラスの状況よりオンライン

チュートリアルに関わる情報が多く得られたこと

の反映と言える。よって，全体としてはインター

ネットパブリックアクセスに関する利用指導は，

利用指導クラスとオンラインチュートリアルを両

軸として，実施されていると考えられる。

IV．考 察

　各調査から判明した通り，米国公共図書館にお

けるインターネットパブリックアクセスは，過半

数を超える実施率であり，今後さらに普及が進む

と考えられる。これを支えるものとしては，図書

館側の意識・意欲は言うまでもなく，図書館を囲

む社会全体の意識の高まりや支援が考えられる。

NIIやALAによって，公共図書館がインター

ネット情報の提供窓口となるべきであるという方

針が定あられ，このことが公共図書館で情報への

アクセスを実施することの後ろ盾となっているこ

となどがよい例である。

　一方で，インターネットパブリックアクセスの

実施に際しては，NCLIS調査結果10）等からも明

らかとなったように経費という大きな問題があ

る。この他にもMcClureらによるinternet　Costs

and　Cost　Models　for　Public　Libraries：　Final

RePort（『公共図書館におけるインターネット経

費に関する報告」）20）では，公共図書館がインター

ネットへ接続する際の設備モデルとそれにかかる

経費についての例を挙げている。このモデルによ

ると，各図書館が複数の端末を利用者に提供しよ

うとすれば，一図書館あたり年間で最低14万ド

ルを越える経費が必要となる。このように，サー

ビスの実施における図書館の財政的負担は多大で

ある。

　実際に提供されているインターネットパブリッ

クアクセスサービスは，ALAなどで示されてい

る方針に逆らうものではなかった。しかし主に財

政的な問題から，課金がなされたり，インター

ネットパブリックアクセスに供される端末数や利

用時間が制限され，結果として利用者は望むとき

に望むだけインターネットを利用することはでき

ない。これら利用者の自由を奪う各種制限が存在

する理由の一つとしても，経費の問題が存在して

いる。

　しかし，社会的コンセンサスの成立が，図書館

の経済負担に対して支援を与えている側面も明ら

かになっている。例えばPLAの統計からは，

サービスの実施に関して州・連邦などからの財源

の獲得がみられる。他にもInfoPeople参加館は

財政的支援の他に，トレーニングなどの技術的人

的支援をも受けることができる。またMicrosoft

社は「Libraries　Online！」21）と称するプロジェク

トに技術支援で参加している。ここでは特に予算

の少ない小規模公共図書館への，インターネット

パブリックアクセスに対する財政的・技術的支援

を行っており，小規模図書館への大きな助力と

なっている。

　このような各界からの財政的支援：および技術

的・人的支援は，利用指導にも多大な助力を与え

ている。

　本調査によると，利用指導はインターネットパ

ブリックアクセスの先進館では広く実施されてい

ることが明らかとなり，特に小規模図書館におけ

る利用指導の実施率の高さが際だった。これは財

政的・人的支援を公的機関や企業およびFreenet

等への参加により得たり，他機関が作成したオン

ラインチュートリアルを利用することで図書館の

負担を軽減していることが，その理由として考え

られる。実際，利用指導より手軽に実施できる電

子レファレンスの実施率は高い。またFreenetの

参加率や他機関作成オンラインチュートリアルの

利用率は小規模図書館ほど高い。そしてFreenet

の参加館では，ほぼ全ての館が何らかの利用指導

を提供している。このような結果からも，利用指

導における他機関との連携の重要性は明らかであ

る。

　とはいえ，「公平なアクセス」機会の提供のため

に「利用の自由」が時間制限や課金など財政的問

題により阻害されていることは，大きな問題であ

ると言える。今後は公共図書館が，インターネッ

トパブリックアクセスにかかる経費をどれだけ軽

一　33　一



米国公共図書館におけるインターネットパブリックアクセスの現状

減できるかが，サービスの発展への大きな要因と

なると言えよう。

V．今後の展望

　今回の調査結果を踏まえて，公共図書館におけ

るインターネットパブリックアクセスに関する今

後の研究課題を以下に二つ示しておきたい。

　ひとつは，利用者への「公平なアクセス機会」

の保証についての考察である。現状では「公平な

アクセス機会」の保証のために利用時間などの制

限が設けられており，かえって「利用の自由」を

損ねている場合もある。設備や財源などの充実に

より制限を無くす努力と共に，限られた資源の中

で最大限公平なサービスを実施できるような対策

を，より一層考えてゆく必要があるだろう。

　もうひとつは，今後利用指導が広く普及するこ

とを前提に，その内容の分析を行うことである。

どのような指導内容が教授されているかといった

現状把握やその問題点を明らかとする必要があ

る。加えて，インターネットという新たなる情報

源に対する利用指導が，従来の図書館資料に対す

るものとどのような関係にあるのかについても考

察する必要がある。さらにこれを踏まえて，公共

図書館が情報リテラシー教育機関の一つとなれる

かどうかを展望してゆく必要があるだろう。

　なお本稿は平成9年度愛知淑徳大学大学院図

書館情報学専攻修士論文22）において収集した

データを元に，修士論文’a　一部を改稿したもので

ある。また予備調査の結果は日本図書館学会春期

研究集会（1997年5月，中央大学）で，利用指導

内容を含む調査の全結果は同研究集会（1998年

5月，中央大学）で発表した。
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